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１ ３ゆんたくひんたく 雇用継続給付に係る支給限度額等の変更 

２ ４賃金不払残業に関する監督指導 令和元年度の地域別最低賃金 



厚生労働省から、令和元年（2019）8月8日に「平成30年度の監督指導による賃金不払残業の是正結果」が公表されま

した。今回公表されたのは、全国の労働基準監督署が、賃金不払残業に関する労働者からの申告や各種情報に基づき企業

への監督指導を行った結果、平成30年4月から平成31年3月までの期間に不払いだった割増賃金（残業代）が各労働者

に支払われたもののうち、その支払額が１企業で合計100万円以上となった事案を取りまとめたものです。

●是正企業数⇒1,768企業（前年度比 102企業の減）

うち、1,000万円以上の割増賃金を支払ったのは、228企業（前年度比 34企業の減）

●支払われた割増賃金の平均額は、１企業当たり711万円、労働者１人当たり11万円

厚生労働省は、今回の監督指導の対象となった企業の事例もいくつか紹介しています。

例えば、次のようなケースもありました（小売業の事例）。〈出典：厚生労働省HP〉 

賃金不払残業に関する監督指導 支払われた割増賃金の平均額は 

１企業当たり 711 万円

★ 上記のように、労働者の家族からの相談で監督指導が行われるケースもあります。日頃から、労働時間は適正に把握し

ておきたいものです。何かご不明な点があれば、気軽にお声かけください。 

お仕事 
カレンダー 
９月 

9/10 8月分の源泉所得税、住民税特別徴収税の納付

9/30 8月分健康保険料・厚生年金保険料の納付
7月決算法人の確定申告と納税・翌年 1月決算法人の中間申告と納税（決算応当日まで）
10月・翌年 1月・翌年 4月決算法人の消費税の中間申告（決算応当日まで）



令和元年8月から、雇用保険の高年齢雇用継続給付の支給限度額等が変更されています。これを機に、高年齢雇用継続

給付の支給額の計算の仕組みを再確認しておきましょう。 

――――――――――――――――― 高年齢雇用継続給付の支給限度額等の変更 ――――――――――――――――

＊高年齢雇用継続給付は、雇用保険の被保険者であった期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の被保険者が、賃金が低下（60
歳時点の賃金の75％未満に低下）した状態で働き続ける場合に支給されます。同一事業所で働き続ける場合に支給される「高年

齢雇用継続基本給付金」と、基本手当の受給後に再就職した場合に支給される「高年齢再就職給付金」の２種類に分かれます。

雇用保険の雇用継続給付に係る支給限度額等の変更

★ 高年齢雇用継続給付の支給額の仕組みは複雑です。しかし、その仕組みを把握していれば、労働者の総収入（給付の額

＋賃金）が減らないようにして、賃金やこれに付随する社会保険料の支出を軽減することも可能となります。詳細につい

ては、気軽にお尋ねください。なお、同月から、雇用保険の育児休業給付・介護休業給付の上限額も変更されていますの

で、その内容についても、気軽にお尋ねください。 

＜高年齢雇用継続給付の支給限度額＞ 

令和元年7月31日まで：360,169円 令和元年8月1日から：363,359円〈補足〉その他、下記の   の金額

も変更 

確 認 高年齢雇用継続給付の支給額 

一の支給対象月（一暦月）について、賃金の低下の割合に応じて、次のように計算した額が支給されます。

●支給対象月の賃金が「60歳到達時等の賃金の月額」に比べ61％未満に低下 

……支給対象月の賃金×15％ 

●支給対象月の賃金が「60歳到達時等の賃金の月額」に比べ61％以上75％未満に低下 

……支給対象月の賃金×15％から逓減するように厚生労働省令で定める率

注① 支給対象月の賃金が、支給限度額（363,359 円）以上であるときは、その支給対象月には支給されない。また、上記

のように計算した額に支給対象月の賃金を加えた額が、支給限度額を超えるときは、｢支給限度額－支給対象月の賃金｣

が支給される。 

注② 支給額として計算した額が、2,000円を超えないときは、その支給対象月には支給されない。 

注③ 60歳到達時等の賃金の月額は、476,700円を上限とし、75,000円を下限とする。 

読者の皆さまへ 

① 皆さまのご意見、ご感想をお待ちしております。随時お寄せ下さい。 

② ニュースレターの内容を無断で複写・転載することは著作権の侵害となります。くれぐれもおやめください。 

③ ニュースレターで取り上げた内容は、直面した事実をありのままに記載しているのであって、個人や団体を誹謗中傷するも

のではございません。誤解のないようお願いいたします。 
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なお、このたび公表された中国・四国地方9県の目安額は以下の通りです。

上げ幅 都道府県（目安額）

＋２７円 ・広島県（８７１円）

＋２６円 ・岡山県（８３３円）

・山口県（８２８円）

・香川県（８１８円）

・徳島県（７９２円）

・島根県（７９０円）

・愛媛県（７９０円）

・鳥取県（７８８円）

・高知県（７８８円）
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令和元年度の地域別最低賃金

令和元年7月に開催された「中央最低賃金審議会」で、令和元年度の地域別最低賃金額改定の目安が示され、地方最低

賃金審議会で調査・審義した結果が取りまとめられました。 

●今年度の目安で示された引上げ額は、最高 28 円（Ａランク）～最低 26 円（Ｄランク）、全国加重平均では「27 円」

（昨年度は26円）。

・これは、昭和53年度に目安制度が始まって以降で最高額。

・また、全都道府県で20円を超える目安額となっており、引上げ率に換算すると3.09％（昨年度は3.07％）。

●今後は、都道府県労働局での関係労使からの異議申出に関する手続を経た上、各都道府県労働局長が地域別最低賃金額

を決定。

★ 目安どおりに改定されると、地域別最低賃金の全国加重平均は、901 円（現行は 874 円）となります。また、最も高

い東京都は1,013円（現行は985円）、それに次ぐ神奈川県は1,011円（現行は983円）となり、初めて1,000 円を超え

る地域が誕生することになります。なお、目安を上回る引上げ額が 19 県となりました。最低賃金の適用時期は、10 月 1
日から上旬までの間に順次発効される予定です。 

● 2019年6月の福山公共職業安定所管内の雇用失業情勢   

2019(令和元)年8月号を加工して作成


